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救急隊員の労務管理 
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 検討事項 
（１）救急隊員の業務負荷の軽減 

救急出動件数の増加や、連続出動により救急活動時間の延伸により、十分な食事時間や休憩

時間が取れないケースがある。また、救急隊に求められる業務は、救急出動以外にも多岐にわた

る。今後も高齢化の進展に伴い、救急需要が増え続けることが予想されている中、救急隊員の心

身の疲労回復、事故の防止等の観点から、適正な労務管理について検討する。 

  
（２）女性救急隊員が活動しやすい方策 

全国の消防本部において現場活動の中では、救急隊における女性職員の比率が高いことから、

消防における女性職員の更なる活躍の観点からも、女性救急隊員がより活動しやすい方策につ

いて検討する。 

 

 検討結果（中間報告） 
全国の消防本部における救急隊員の労務管理や女性消防職員が活動しやすい取組状況を把握し

た上で、効果的な取組について検討するため、アンケートを実施した。 

調査結果は、下記のとおりである。 

 
（１）救急隊員の労務管理について 

  ①救急隊員の労務負担に対する取組の実施状況 

全国 732消防本部に対して「救急隊員の労務負担に対する取組を実施しているか」尋ねたと 

ころ、救急出場件数の多い消防本部を中心に、２割以上の消防本部が取組を実施しているとい 

う回答であった。 

 
図表３－１ 救急隊員の労務負担に対する取組の実施状況 

 
※小数点第二位の四捨五入により、合計が一致しない場合がある。 

 
 

 

１ ． 実施している

160本部

（ 21.9%）

２ ． 実施していない, 570本部（ 77.9%）

回答なし , 2本部（ 0.3%）

N = 732
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【事例１】  
○東京消防庁（東京都） 

４名配置制による交替乗務の取組や救急隊１隊（救急車１台）に対し、２つのチームを指定し、交替時

間を定めてチームを交替する取組、自己所属において出動件数の多い救急隊と比較的少ない 救急隊の配

置を相互に入れ替える取組など、救急隊員の労務負担の軽減のための対応策を実施している。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

②救急隊員の交替勤務の取組 

救急隊員の労務負担に対する取組を実施している 160 消防本部に対して「救急隊員の交替勤 

務（ローテーション）など、どのような工夫をしているか」尋ねたところ、136 消防本部から回 

答があった。また、14消防本部については要綱等を定めているとの回答があった。 
 

 

【救急隊員の交替勤務（ローテーション）の主な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例２】 

○横浜市消防局（神奈川県） 
 

①  ジョブローテーション（消防隊との乗換等） 
労務負担が多い職員を、比較的労務負担の少ないポジションに計画的に変更することにより、負

担の平準化を図る。 
②  救急隊４名運用  

当直中の救急隊編成人員を４名とし、ローテーションで１名を残署させ事務処理等を実施する。 
③  救急隊５名配置 

救急隊の配置人員を５名とし、救急隊乗務回数や業務の分担を図る。 
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③救急隊１隊あたりの活動時間の平準化方策の取組 

救急隊員の労務負担に対する取組を実施している 160 消防本部に対して、「救急隊１隊あた

りの活動時間の平準化など、実施しているか」尋ねたところ、16消防本部が救急隊１隊当たり

の活動時間の平準化などを実施しているという回答であった。 

 

【活動時間の平準化の主な取組】 

  
④救急需要に応じた弾力的な部隊運用 

救急需要に応じた弾力的な部隊運用について、救急隊の労務管理に対する取組をヒアリング

したところ、主な取組としては、以下のとおりであった。 

 

 

 

【事例１】同一所属内で出場件数に差がある救急隊を相互に入れ替える方策  

○東京消防庁（東京都） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【事例２】出動件数による優先出動隊の交替 

○高山市消防本部（岐阜県） 
本署に救急隊が２隊配置されており、出動件数（３件）によって優先出動させる救急隊を交替させ

る。 
（例） 第１救急隊が３件優先出場した後、第２救急隊と入れ替わり、３件優先出動したら、再び、第

１救急隊と入れ替わる。 
 
【事例３】時間帯による優先出動隊の交替 

○千歳市消防本部（北海道） 

本署に救急隊が２隊配置されている場合において、時間帯によって優先出動させる隊を交替させ

る。 

（例）８時 45分から 20時まではＡ救急隊が優先出動、20時から翌８時 45分までは、Ｂ救急隊が優

先出動 
 

【事例】日勤帯の救急隊の運用 

○福岡市消防局（福岡県） 
特定の消防署で、再任用職員で構成される救急隊を編成しており、９時から 17時までの時間帯で

365日、運用している。 
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平成 27 年救急・救助の現況によると、一日のうちで救急出動が多い時間帯は、午前８時か 

ら要請が増加し 10時から 12時までにピークに達し、その後、減少に転じるも 18時から 20時 

までは救急需要が多い状況である。（図表３－２参照） 

 

  
図表３－２ 平成 27年中 覚知時間別救急出動の状況 

 

⑤その他  

上記以外の取組についてあるものを示すと以下のとおり。 

 

⑥食事時間や休憩時間の取組 

救急隊員の労務負担に対する取組を実施している 160 消防本部に対して、「救急隊が救急活

動等で、正規の時間に食事時間が確保できているか」尋ねたところ、昼食、夕食ともに約６割

の消防本部が正規の時間帯にとることができていないことが分かった。また、「救急隊が救急

活動等で、正規の時間に食事時間や休憩時間について確保できなかった場合に、対策をとって

いるか」尋ねたところ、「救急隊員と他の隊員との乗り換え運用を行っている」が約６割超の回

答で最も多く、次いで「連続した救急出場時に対策を講じている」が約６割弱の回答となって

いる。 
 

303,057 
233,107 

237,853 

413,022 

677,272 
713,852 

661,619 
613,788 

631,037 
621,363 

529,185 

419,660 

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

650,000

750,000

出
動

件
数

覚知時間別救急出動の状況
（平成27年中 単位：件）

【事例】点数により救急隊員を交替 
○久慈広域連合消防本部（岩手県） 
救急出場及び走行距離ごとに隊員に対し点数を付与し、１当務内で点数の合計が一定水準に達した

場合に救急隊員を交代 
（基準）点数が１当務中５点に至った場合、救急隊員の交替を行う。 
 

内 容 点 数 

１回の救急 １点 
50㎞の運転 １点 
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図表３－３ 食事時間の確保状況（昼食） 

 
※小数点第二位の四捨五入により、合計が一致しない場合がある。 

 
 
図表３－４ 食事時間の確保状況（夕食） 

 
※小数点第二位の四捨五入により、合計が一致しない場合がある。 

 
図表３－５ 救急活動等で正規の時間に食事時間や休憩時間について確保できなかった場合の取組 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

１ ． 昼食は、 ほぼ正

規の時間に取ること

ができる , 51本部

（ 31.9%）
２ ． 昼食が正規の時間

にとることができな

かった場合、 夕食前に

は取るよう にしている , 

101本部（ 63.1%）

３ ． 昼食が正規の時

間にとることができ

なかった場合、 夕食

近く に取ることが

多々ある , 7本部

（ 4.4%）

回答なし , 1本部

（ 0.6%）

N = 160

１ ． 夕食は、 ほぼ正

規の時間に取ること

ができる , 54本部

（ 33.8%）
２ ． 夕食が正規の時間に

とることができなかった

場合、 深夜帯前には取る

よう にしている , 100本部

（ 62.5%）

３ ． 夕食が正規の時間にと

ることができなかった場

合、 深夜帯にとることが

多々ある , 6本部（ 3.8%）

N = 160

100本部（62.5%）

95本部（59.4%）

15本部（9.4%）

14本部（8.8%）

21本部（13.1%）

31本部（19.4%）

１．救急隊員と他の隊員との乗り換え運用を行っている

２．連続した救急出場時に対策を講じている

３．医療機関で食事を購入することができる

４．コンビニエンスストア等で食事を購入することができる

５．その他

６．対策は取っていない

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
N = 160
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各取組について、主なものは以下のとおり。 

【連続した救急出場時の対策】 
 
【事例１】連続した救急出場時に休憩時間を確保 
○札幌市消防局（北海道） 

連続出動による長時間の緊張状態を緩和するとともに、事務処理、食事等を行う時間を確保する目的と 

して、出動時間が３時間以上となった場合、帰署後 30 分の間は特定の症例のみ出動可能と設定すること 

ができる取組を始めている。 

   

    

 

【医療機関での食事】 

【事例２】 医療機関の食堂等の借用など 

○船橋市消防局（千葉県） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
  
                                    
          
                                   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【船橋市消防局から病院への依頼 平成28年6月3
日付け消防局長通知】
飲食物の購入等について（依頼）

平素から、当市消防行政の運営に関しましては、
格段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当市消防局における平成27年の救急出動

件数は31, 367件（前年比＋1,100件）と過去最高を
記録しました。このため救急隊員は連続する救急
出動などで食事の時間帯が大幅に遅延し、適正な
時間に食事が摂れない場合があります。この状況
を改善するため、病院に救急搬送した後に売店等
で飲食物を購入し、飲食を摂ることで対応したいと
考えております。
つきましては、誠に恐縮に存じますが下記事項に

ついてご理解とご協力をお願い申し上げます。

【主な内容】 

１ 飲食物の購入について 

  貴病院の売店や自動販売機で購入することがあります。 

２ 飲食場所の提供について 

  貴病院の職員が使用していない時間帯の職員用食堂等の借用をお願いいたします。なお、売店等

で購入したものを飲食できればと思いますので、食堂以外でも結構ですのでお願いいたします。 

３ 「船橋市消防局からのお願い」の掲示について 

  貴病院の廊下等に掲示をお願いいたします。               
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【コンビニエンスストア等での食事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例３】コンビニエンスストア等での食事等の購入 

○東京消防庁（東京都） 

東京消防庁においても、連続出場などにより、食事時間を経過した救急隊については、帰署（所）途上に 

コンビニエンスストア等を利用し食事を取ることができることとしている。（レスト タイム） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【実施要領】「救急隊員の食事等の対応について」 

１ コンビニエンスストアで等で食事等を行う場合は、感染防止衣、救急帽及び保安帽を着用しないこ

ととします。 

２ 食事場所は、出場指令に対応できる次の場所とします。 

 (１) 帰署途上の他所属の消防署（所） 

 (２) 医療機関内に設置されている救急隊員の控え室 

 (３) コンビニエンスストア等の駐車可能な場所 

 (４) ファーストフード店内 

３ 食事等の時間について、勤務上の処理は休憩時間とし、帰署（所）後署隊本部に報告してくださ

い。 
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（２）女性救急隊員が働きやすい職場環境づくりについて 

①女性職員の救急隊員の乗務状況 

 全国の消防本部で勤務する女性職員のうち、日勤業務を除くと、救急隊に乗務している女性

職員の比率が高い。（下記参照） 

全国の消防吏員数に占める女性比率割合（H29.4.1）               

 

全国 732消防本部に対しアンケート調査を実施したところ、女性職員が勤務している消防本部

は 487消防本部あり、うち、410 消防本部が女性職員を救急隊に乗務させているという回答であっ

た。 
 

図表３－６ 女性職員の救急隊員の乗務状況（平成 29年４月１日現在） 

 
 ※小数点第二位の四捨五入により、合計が一致しない場合がある。 

  
  一方で、平成 28 年４月１日現在（平成 28年版救急・救助の現況）、全国女性消防吏員のうち、救

急資格を有する女性消防職員は 2,693名で、うち、何らかの理由で救急隊員として乗務して

いない女性消防職員は 1,494名存在している。 

    これらの背景から、女性救急隊員が働きやすい職場環境づくりは必要である。 
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②女性救急隊員が働きやすい職場環境づくりに対するヒアリングの結果 

女性救急隊員が働きやすい職場環境づくりについて、第 26回全国救急隊シンポジウムの場

を活用し、複数の消防本部職員に対しヒアリング調査を実施したところ、女性救急隊員に接

した傷病者への印象や、救急業務を行う上で抱える不安など、現場の声を直接聞くことがで

きた。 

 

傷病者への印象 

 

 

 

救急業務に関する不安感 
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③女性救急職員が働きやすい環境整備方策の紹介 

前②のヒアリング結果や、女性隊員が乗務している 410 消防本部に対して行ったアンケート

を基に、課題項目ごとの改善方策を以下のとおり紹介する。 

 

項目 具体的な不安 取組等 

体力等の不安 

体格が大きい、重体重傷病者対応 

救急資器材の取り扱い要領や、救急資器材

以外の機材の活用など様々な取組を実施 

・ストレッチャーの昇降時に段階的に上げ

る工夫（図１） 

・介護用スライディングシートの活用の

工夫 （図２） 

・布担架による搬送時の工夫（図３） 

加害事案や暴言暴行を行う危険性の

ある傷病者対応 

救急隊長会議を実施し、性別によらず、

救急活動における活動危険要因であるこ

とを組織として明確に認識する。 

ライフ 

イベント 

出産・育児等による救急業務からの

長期離脱後、職場復帰時の不安 

長期離脱した職員が復帰する際の不安を

軽減し復帰の後押しとなる体制を整備 

（図４ 横浜市消防局、図５東京消防庁   

の取組紹介） 

子どもの預け先 

災害派遣時における一時的な託児に関す

る取組  

（図６ 他組織における取組紹介） 

人事面 

人事ローテーションにおける将来の

不安 

「消防本部における女性職員の更なる活

躍に向けた検討会報告書（平成 27年７

月）」や「女性消防士の WORK＋LIFEガイ

ドブック（総務省消防庁）」などの参照 

女性救急隊員経験者から管理職への

登用 

情報不足によ

る不安 

女性救急隊員として何を目指したキ

ャリアアップが可能なのかが不明確 

出産や育児後の救急隊員復帰への不

安 

女性救急隊員としてどれくらいの年

齢まで活躍できるのか不安 

救急隊員と家庭を両立できるか不安 
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（図１ ストレッチャーの昇降の工夫） （図２ 介護用スライディングシートの活用の工夫） 
 

     

（図３ 布担架による搬送時の工夫） 

（図４ リスタートプログラム：横浜市消防局） 

【事例】  

長期間救急隊業務に従事していない救急救命士を再び運用するためのプログラム（リスタートプログラム） 

○横浜市消防局（神奈川県） 

育児や日勤業務により、長期間救急業務に従事していなかった救急救命士有資格者が、救 

急隊に復帰する際に、プロトコルの再確認や救急救命処置の手技確認など現場復帰に伴う不

安を解消するため、消防局が全面的にサポートするプログラムとなっている。 
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（図５ 長期間救急活動に従事していない救急技術認定者に対する技能管理の推進について：東京消防庁） 

 

 

 

（図６ 緊急登庁時における子どもの一時預かり : 平成 29年版 防衛白書から抜粋 ） 

 

【事例】 一定期間４人目の救急隊員としての乗務 

○東京消防庁（東京都） 

育児休業期間を終了し職場復帰した職員など、長期間救急活動に従事していない救急隊員に対し、４

人目の救急隊員として一定期間の教育を受けることが要綱で示されている。 
 
東京消防庁救急業務等に関する規定事務処理要綱（抜粋） 
 第 12 補充教養 
   １(1)、(2)省略 

(3) 救急技術の認定を受けた者のうち長期間救急活動に従事していない者に対する補充教養

ア 対象者 
(ア) おおむね２年以上救急隊員として救急活動に従事していない者 
(イ) 育児休業等の期間を終了し，救急活動に従事できるようになった者 
(ウ) その他所属長が必要と認める者 

イ 訓練内容等 
おおむね１月の間で所属長が必要と認める期間，別表第６の項目について訓練を行う 

ものとする。 
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（３）今後の方向性 

   救急隊員の業務負荷の軽減については、全国の消防本部へのアンケート調査のほか、救急需要

が多い都市部の消防本部へのヒアリング調査を実施した結果、救急出動件数が増える日勤帯の

み運用する救急隊など効果的な取組の実態を把握できた。引き続き、救急出動件数の多い都市部

の消防本部に対しするヒアリング調査を継続し、労務管理の関する効果的な取組について検討

していくとともに、これらを踏まえ、救急隊員の適正な労務管理の確保を図るため、対応策の検

討促進を目的に発出した「救急隊員の適正な労務管理の確保に係わる検討について」（平成 17年

10 月７日付け消防消 205号・消防救 239号通知）の改訂を検討していく。 
   女性救急隊員が活動しやすい方策としては、女性職員が勤務する消防本部へのアンケート調

査に加え、複数消防本部の女性救急隊員から、座談会方式でヒアリング調査を行った。その中

で、女性救急隊員が乗務し、男性だけの視点でなく、多様な視点でものごとを捉えることで、よ

り良い救急業務が提供でき、住民の多様なニーズに対応できることがわかった。一方、体力等に

関する不安のほか、ライフイベントによる生活環境の変化への不安や女性救急隊員として活躍

していくための将来への不安など、情報不足による多くの不安を抱えていることがわかった。 
女性救急隊員の不安については、消防で勤務する女性職員と共通するものが多いことから、

「消防本部における女性消防吏員の活躍に向けた取組の推進について」（平成 27年 7月 29日付

け消防消第 149 号通知）に基づく取組を一層促進していく。体力等の不安など、主に救急隊員

が抱える不安については、引き続き各消防本部の取組について情報収集し、共有することが重

要である。 
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